


  

 

 
 
 
 

 
稲敷市総合計画策定にあたって 

 

４つの町村が合併して、新しい市としてスタートした稲敷市は、

平成 19 年３月に将来都市像「みんなが住みたい素敵なまち」を基

本構想に定めた総合計画を策定し、これまで５年間様々な施策を

展開してきました。 

しかし、この間、少子高齢化や人口減少などの課題に強く影響を受けてまいりました。

さらに、世界的な経済危機、未曾有の被害をもたらした東日本大震災など、市を取り巻

く状況は大きく、めまぐるしく変化しました。 

このような先行きが見通せない、不透明な社会情勢の中にあっては、従来の発想から

脱却し、稲敷市の特色を活かした地域づくりが、本市により一層求められております。 

そこで、平成 24 年度から平成 28 年度までの５年間、市が積極的に取り組むべき地域

づくりの方向性について、後期基本計画にとりまとめました。 

今後は、この計画を本市の羅針盤として、市民の皆様と手を携え、『重点プロジェクト 

“いいな！稲敷”』の実現に向けて、活気ある魅力的なまちづくりを進めてまいりますの

で、皆様方の一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

平成 24 年３月 

                         稲敷市長 
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１．策定の趣旨                     
 

１ 策定の目的 

総合計画は市町村の行財政運営の指針となる最上位の計画として、都市の将来像とまちづくりの

目標、人口や産業などの将来指標を明らかにし、これを達成するための施策の体系と施策の基本方

向、さらには施策を推進するための実施事業を示すものです。 

本市では、平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間を計画期間とする稲敷市総合計画基本構

想において、「みんなが住みたい 素敵なまち」を将来像に掲げ、これまで各種取り組みを推進し

てきました。 
近年の本市を取り巻く状況をみると、世界的な経済情勢の大きなうねりを受け、我が国を取り巻

く状況は厳しさを増しています。一方、高齢社会を迎える中で、その福祉施策や市民の価値観、市

民のニーズの多様化等、社会情勢の変化と相まって、新たな行政需要への対応が求められています。 
現在の総合計画に示された様々な枠組みや需要予測と、現在の市を取り巻く実態を踏まえつつ、

本市が置かれている新たな状況を十分に認識し、それらを背景としながら、前期基本計画を改定し、

新たに平成 28 年度を目標年次とした「稲敷市総合計画後期基本計画」を策定しました。 
 

２ 計画の特徴 

「稲敷市総合計画後期基本計画」では、市民・行政それぞれの目線で重点施策の見直しを行うと

ともに、「何が重要とされているのか」について共通項を見いだし、今後５年間で特に重点を置い

て取り組むべき施策を明確化する新たな重点プロジェクトを設定しました。 
さらに、分野別の施策を体系的にまとめた基本計画の内容においても、関係各課と調整を図りな

がら、重点プロジェクトを具体化する分野別施策を位置づけるとともに、より実効性を高めるべく

施策の精査を行いました。 
また、施策の達成度を評価、検証するモノサシとなるよう指標を見直し、実施計画との連動性を

高める総合計画として、稲敷市の行財政運営の基礎となる計画書としての機能性も備えた計画とし

たものです。 
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２．計画の構成と期間                    
 

１ 総合計画の構成 

稲敷市総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３層の計画で構成されています。 

「政策」の役割に対応しているのが「基本構想」、「施策」の役割に対応しているのが「基本計画」、

「事業」の役割に対応しているのが「実施計画」という関係になっています。 

「施策」は「政策」を実現するための、「事業」は「施策」を実現するための手段となっており、

「政策」、「施策」、「事業」はそれぞれが目的と手段の関係として位置付けられるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の期間 

「基本構想」は 10 ヵ年の計画期間、「基本計画」は５ヵ年の計画期間、「実施計画」は３ヵ年の

計画期間（毎年度見直しによるローリング＊を行います。）をもって策定されます。 
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１．位置・自然・沿革                    

 

１ 位置及び面積 

・本市の市域面積は 205.78k ㎡（霞ヶ浦を含む）で、東西に約 23km 南北に約 14km と横に細長い

形状をしています。首都東京の 60～70km 圏に位置し、国際的な研究学園都市「つくば」、世界

への玄関口の「成田」の中間に位置し、これらの核都市とは首都圏中央連絡自動車道で結ばれ

る予定です。 

 

２ 気候及び地勢 

・本市の気候は、霞ヶ浦の影響を受けて、冬期は暖かく夏期は涼しく、台風や霜、雪などの被害

も比較的少ない地域で、温暖な気候に恵まれています。 
・地勢は、稲敷台地と広大な水田地帯からなり、稲敷台地には、平地林などが比較的多く残され、

良好な緑地環境を形成しています。 
 

３ 沿革 

・本市の変遷をたどると、江戸時代の約 80 村が明治 22 年（1889 年）市町村制施行（明治の大合

併、旧江戸崎町 19 村→1 町４村、旧桜川村 17 村→３村、旧東町 29 村→４村、旧新利根町 13 村

→３村）、昭和 28 年（1953 年）町村合併促進法公布（昭和の大合併）、平成の大合併を経て、現

在の稲敷市となりました。 

 
 

 
 

 
 
 

【月別平均気温と月別降水量の状況（平成18年～平成22年の平均）】
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２．本市に影響を与える様々な時代潮流             

 

１ 人口構造の変化に伴う社会全体への影響 ～少子高齢化・人口の減少～ 

・少子高齢化や人口の減少による人口構造の変化は、社会全体に大きな影響を及ぼすことが懸念さ

れています。 
・社会保障の負担増、地域とのつながりの低下に伴って高齢者世帯の社会的・経済的自立を困難に

するとともに、児童数・生徒数が極めて少ない学校が急増することにより、子どもの社会性発達

を阻害するなど子育て環境の低下といった面も懸念されています。 

・本市においても、人口構造の変化に対応した様々な施策を講じていくほか、縮減傾向にある財源

の適切な配分により、公共施設や公共サービスの有効活用・効率化を図っていく必要があります。 
 

２ 安心・安全志向の高まり ～自然災害や犯罪など、様々な不安要素の顕在化～ 

・地震や風水害といった自然災害や身近な地域で発生する犯罪、消費生活環境の悪化など、様々な

不安要素が顕在化し市民の安心・安全志向が高まってきています。 

・本市においても、市民の安心・安全を守るため、家庭・学校・地域と行政が連携しながら、ハー

ド・ソフト両面から総合的な対策に取り組んでいく必要があります。 

 

３ 成熟社会への転換 ～価値観の多様化、人々のライフスタイルの多様化～ 

・安定した成長を志向する成熟社会へと転換していく中で、人々のライフスタイルや価値観が多様

化したのに伴い、市民ニーズも多様化しつつあります。 
・本市においても、市民のライフスタイルの多様化に伴うニーズを的確にとらえ、家族観・仕事観・

消費活動・余暇活動の多様化に対応した行政サービスを推進していく必要があります。 

 

４ 社会経済の成熟化に伴う産業構造の変化 ～産業技術の高度化・ソフト・サービス化する経済～ 

・ソフト化・サービス化へと経済システムが移行している状況にあり、社会経済の成熟化に伴い産

業構造に変化が起こっています。 

・自ら新しい価値のある商品、サービスを生むという創造性や独創性が要求される時代へと変化し

ており、そのため国内企業等においては、付加価値の高い製品やサービスへの転換、先端的な技

術の積極的な開発、専門的な知識や高度な技能を有する人材の育成などが求められています。 

・本市においても、高度化する経済の中で活躍できる人材の育成を図っていく必要があります。 
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５ 地球的規模で対応が求められる環境問題 ～資源循環型社会・環境共生型社会～ 

・ 地球温暖化対策や資源循環型社会などへの取り組み、生物多様性の保全など環境問題については、

地球的規模での対応が求められています。 

・本市においても、市民のライフスタイルの変革を促しながら、市民・企業と一体となった温暖化

対策の推進、環境負荷の少ない社会の定着化を図り、さらに、霞ヶ浦や里山など、本市の特徴と

なっている自然に生息する動植物の保全について、取り組みを強化していく必要があります。 
 

６ グローバル化の波 ～社会情勢や社会経済システムの変貌・技術革新と人々の交流の拡大～ 

・グローバル化は経済活動にとどまらず、社会、文化、技術、組織などの幅広い分野に及んでいま

す。国を超えた連携や国際的分業化の進展など様々なメリットがあげられる一方、各々の国の持

つ独自性の喪失が指摘されるなど、世界経済と一体化した中で社会経済を考えなければいけない

時代となっています。さらに、技術革新のめざましい進展により、国内外における高速交通・

情報ネットワークが急速に拡充し、私たちの暮らしにも大きな変化をもたらしています。 
・本市においても、我が国のこれまでの発展を支えてきた画一的、横並び志向の経済社会システム

から、グローバル化、ボーダレス化へと変化する時代をとらえ、様々な対応が求められています。 
 

７ 依存から自立への変革 ～地方分権・地域の独自性や主体性～ 

・地方分権の進展により、地方自治体は、良質な行政サービスの提供を目指すとともに、より自立

性の高い、行政経営を目指した取り組みを推進していく姿勢が求められています。 
・地方自治体の置かれる環境が変化する中、地域間の競争はますます激しいものになり、地域のア

イデンティティが求められています。 
・本市においても、地方分権の進展を踏まえ、地域の自立や自治体の自己決定権、自己責任の拡大

などといった課題に真摯に取り組み、自立性の高い、行政経営を目指していく必要があります。 

 

８ 自治体の総合力を高める連携・協力 

・近年、地域コミュニティやまちづくりを始め、様々な分野において、協働の重要性はますます高

まっています。住民組織やグループ、事業者などがそれぞれの立場で行政活動に関心を持ち、協

働のまちづくりを実践するなど、協働の活動が広がってきています。 
・各自治体が有する特性や資源、社会資本などを相互に補完し、有効に活用していくための連携方

策の動きもある中、道州制や定住自立圏構想など広域的な枠組みの検討や、広域的な視野での行

政運営やまちづくりへの見直しなどが進んでいます。 

・本市においても、協働領域の拡大に対応するシステムの確立や強化を図りながら、広域的な視野

に立った各自治体間の連携方策への対応などが求められています。 

 

 

 
 




